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協
議
会
の
開
催
は
、
３
月
６
日
㈰
か
ら
５

回
程
度
開
催
さ
れ
る
予
定
で
す
。

合
併
期
日
、
新
市
の
名
称
、
新
市
建
設
計

画
な
ど
に
つ
い
て
協
議
を
行
い
ま
す
。

◎
組
織
の
構
成
メ
ン
バ
ー

・
両
市
町
の
長

・
両
市
町
の
議
会
議
長

・
両
市
町
の
議
会
議
員
各
２
名

・
両
市
町
の
議
会
議
員
以
外
の
者
で
両
市
町

の
長
が
定
め
た
学
識
経
験
を
有
す
る
者
各

４
名

・
両
市
町
の
長
が
協
議
し
て
定
め
た
学
識
経

験
を
有
す
る
者
１
名

の
計
17
名
で
組
織
し
ま
す
。

能
代
市
の
委
員
は
、
豊
澤
能
代
市
長
、
渡

辺
芳
勝
能
代
市
議
会
議
長
、
議
会
議
員
２
名

は
、
平
野
龍
市
副
議
長
、
武
田
正
廣
議
員
、

市
町
の
長
が
定
め
た
学
識
経
験
者
各
４
名
に

つ
い
て
は
、
佐
藤
浩
嗣
さ
ん
︵
能
代
市
商
店

会
連
合
理
事
長)

、
大
高
新
誠
さ
ん
︵
能
代

市
認
定
農
業
者
協
議
会
会
長)

、
高
橋
陽
子

さ
ん
︵
能
代
市
廃
棄
物
減
量
等
推
進
審
議
会

前
会
長)

、深
川
典
子
さ
ん︵
能
代
市
行
政
改

革
推
進
委
員
会
委
員)

、ま
た
、両
市
町
の
長

が
協
議
し
て
定
め
た
学
識
経
験
者
は
、
秋
田

県
山
本
地
域
振
興
局
長
に
お
願
い
し
ま
し
た
。

■
合
併
協
定
項
目

市
と
町
が
行
っ
て
い
る
事
務
事
業
等
に
つ

い
て
、
調
整
︵
す
り
合
わ
せ
︶
が
必
要
に
な

り
ま
す
。
住
民
生
活
に
深
く
関
わ
り
の
あ
る

事
務
事
業
に
つ
い
て
集
約
し
、
協
議
を
行
い

ま
す
。
協
定
項
目
は
35
項
目
と
な
っ
て
い

ま
す
。

■
新
市
建
設
計
画

︵
新
市
ま
ち
づ
く
り
計
画
︶

新
市
建
設
計
画
は
、
ま
ち
づ
く
り
基
本
方

針
、
新
市
の
施
策
、
財
政
計
画
な
ど
、
地
域

の
将
来
像
を
示
し
、
新
市
の
総
合
的
な
ま
ち

づ
く
り
の
基
本
と
な
る
重
要
な
計
画
で
す
。

新
市
建
設
計
画
は
、
合
併
協
議
会
で
協
議

さ
れ
、
決
定
後
、
新
市
建
設
計
画
概
要
版
を

３
月
20
日
ご
ろ
、
全
世
帯
に
配
布
す
る
予
定

で
す
。

３
月
20
日
ご
ろ
、
新
市
建
設

計
画
概
要
版
を
全
世
帯
に
配

布
し
ま
す

能
代
市
二
ツ
井
町
合
併
協
議
会
に
つ
い
て

能
代
市
二
ツ
井
町
合
併
協
議
会
に
つ
い
て

合 併 協 定 項 目

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

合併の方式

合併の期日

市の名称

事務所の位置

財産及び債務の取扱い

議員の定数及び任期の取扱い

農業委員会の委員の定数及び

任期の取扱い

地方税の取扱い

地域審議会等の取扱い

一般職の職員の身分の取扱い

特別職の身分の取扱い

条例・規則等の取扱い

事務組織及び機構の取扱い

一部事務組合等の取扱い

使用料・手数料等の取扱い

公共的団体等の取扱い

補助金・交付金等の取扱い

町名・字名の取扱い

慣行の取扱い

国民健康保険事業の取扱い

介護保険事業の取扱い

消防団の取扱い

行政区等の取扱い

電算システム事業

納税関係事業

消防防災関係事業

保健衛生事業

福祉関係事業

環境対策事業

農林水産関係事業

商工・観光関係事業

建設関係事業

学校教育事業

社会教育事業

新市建設計画

基 本 的 協 定

項 目

合併特例法に

よる協定項目

すり合わせが

必 要 な

協 定 項 目

各種事務事業

の 取 扱 い

新市建設計画


